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はじめに 

 福岡空港については、国土交通省交通政策審議会航空分科会の答

申において、「既存ストックの有効活用方策」、「近隣空港との連携方

策」、「中長期的な観点からの新空港、滑走路増設等を含めた抜本的

な空港能力向上方策」等について、幅広い合意形成を図りつつ、国

と地域が連携し、総合的な調査を進める必要があると位置づけられ

た。 

一方で、これまでの福岡空港に関する検討の経緯や、福岡空港の

国や地域、市民生活に果たす役割の大きさに鑑みると、今後、総合

的な調査を実施するにあたっては、空港利用者も含めた市民等に対

し、積極的に情報を提供するとともに、幅広い意見を収集・反映し

ていくなど、透明性を確保し、市民等と認識を共有し、進めていく

ことが極めて重要である。 

このため本検討会では、平成１５年１０月より、４回の会議を開

催し、福岡空港の総合的な調査に係る情報提供及び意見収集のあり

方について検討を行ってきた。本報告は、その検討結果をとりまと

めたものである。 

関係する行政機関においては、福岡空港の総合的な調査にあたっ

て、パブリック・インボルブメント（ＰＩ）などについての本報告

の主旨を踏まえて、情報提供及び意見収集を実施すべきである。 
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I  基本的な考え方 

１ 福岡空港における総合的な調査の概要 

 

・ 福岡空港に係る総合的な調査については、国と直接福岡空港に関係する

自治体である福岡県、福岡市によって実施される。 

・ 福岡県、福岡市においては、中立的な調査実施主体として「福岡空港調

査委員会」を設置している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 福岡空港の総合的な調査に係る実施体制 

 

（平成１４年１２月６日 国土交通省交通対策審議会航空分科会の答申：福岡空港に係る記述（抜粋）） 

将来的に需給が逼迫する等の事態が予想される福岡空港及び那覇空港については、

将来にわたって国内外航空ネットワークにおける拠点性を発揮しうるよう、各圏域に

おける今後の航空需要の動向等を勘案しつつ、既存ストックの有効活用方策、近隣空

港との連携方策とともに中長期的な観点からの新空港、滑走路増設等を含めた抜本的

な空港能力向上方策等について、幅広い合意形成を図りつつ、国と地域が連携し、総

合的な調査を進める必要がある。 

○ 国土交通省交通政策審議会航空分科会の答申 

 既存ストックの有効活用方策 

 近隣空港との連携方策 

 中長期的な観点からの新空港、滑走路増設等を含めた抜本的な空港能力

向上方策 

等について、幅広い合意形成を図りつつ、国と地域が連携し、総合的な

調査を進めることが必要。 

 

○ 国と地域（福岡空港に直接関係する福岡県、福岡市）が役割分担して実施

し、連絡調整の場として「福岡空港調査連絡調整会議」を設置。 

 連絡調整の場      ⇒ 「福岡空港調査連絡調整会議」 

国 
九州地方
整備局 
大阪航空
局 

 
 
 
○福岡空港の調査に係わる国と地方の連

絡調整 
福岡空港の総合的な調査の内容及び

進め方 
福岡空港の総合的な調査に係る情報

提供及び意見収集の進め方の検討 

福岡空港調査連絡調整

会議 
国、福岡県、福岡市 

 

 
 
 
○福岡空港の課題に関する科

学的・総合的な調査研究、調

査内容の広報活動 
○10名程度の学識者等で構成 
○事務局 福岡県 福岡市

福岡空港調査委員会 

地域 

福岡県 

福岡市 
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２ 総合的な調査の位置付け 

 福岡空港における総合的な調査   

「調査段階」における調査 

…地域要望等の社会的ニーズへの対応策に関する幅広い調査検討段階

（平成１４年４月国土交通省航空局「一般空港における新たな空港整備プロセスのあり方（案）」） 

 

考えられる様々な対応方策の中から、方向性（案）（今後講ずべき施策の

組合せ等の選択肢）を作成していく段階。（構想段階以前の段階） 

 

・ 「調査段階」は、構想段階※、施設計画段階※以前の段階に位置する。 

※構想段階、施設計画段階…参考資料Ｐ１４参照 

・ 方向性(案)とは、 

「滑走路を増設しない場合の現空港の有効活用方策」 

「近隣空港との連携方策」 

「滑走路増設による抜本的な空港能力向上方策」 

「新空港による抜本的空港能力向上策」 

などの調査を通じて、考えられる様々な対応方策のなかから、今後講ず

べき施策の組合せ等の選択肢を示したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図「一般空港における新たな空港整備プロセスのあり方（案）」における一般空港等の新た
な整備プロセスと福岡空港の位置づけ 

出所：「一般空港における新たな空港整備プロセスのあり方（案）」

（平成15年4月／国土交通省航空局）より作成 

 ＰＩガイドライン（案）※１（構想・施設計画段階における住民参加のための手続き等） 

調査段階 
地域要望等の

社会的ニーズ

への対応策に

関する幅広い

調査検討段階 
構想段階 
滑走路新設 
のみ※２ 

施設 
計画段階 

一般空港の整備計画に関する 
パブリック･インボルブメント等 

凡例 

現在の 
福岡空港の
位置づけ 

新たなプロセス・指針等 

内容を反映するもの 

内容が配慮されるべきもの 

※１一般空港の整備計画に関するパブリック･インボルブメン

ト・ガイドライン（案） 
※2 滑走路新設とは、空港の新設、空港の移転、既存空港
の滑走路増設または移設の何れかを指す 

新規事業 
採択時評価 
*国土交通省事業評
価制度による 

 
新規事業 
採択 

 
 
設計 

環境影響

評価法 
航空法等

の 
法手続 

 
 
着工・供用 
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３ 総合的な調査の内容 
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４ 総合的な調査の実施にあたっての基本方針 

 

○福岡空港の重要性、影響範囲の大きさ・多面性。 

○これまでの地元の取り組みにおける市民等との認識共有の不足。 

○公共事業全般に求められている透明性の確保と説明責任の遂行。 

 

   透明性、市民等との認識の共有の重要性 

 

（基本方針） 

 情報公開にとどまらない積極的な情報提供の実施。 

 市民等との多重多層のコミュニケーションに基づき、市民等に開か

れた進め方での調査検討の実施。 

 市民等のニーズ・意見を収集し、総合的な調査に適切に反映できる

手法の導入。 

 

○具体的には、構想段階以前の調査段階であるが、航空局のパブリック・イ

ンボルブメント・ガイドライン案の考え方、主旨を先取りし、パブリック･

インボルブメント（ＰＩ）の手法を取り入れ、積極的な情報提供・意見収

集を行う。 

 

 

 

（福岡空港の重要性） 

・ 福岡空港は、年間約二千万人が利用するなど、国内外との交流拠点とし

て重要な役割を果たしている。また、地域の社会、経済、学術、文化等

多方面にわたり大きく貢献している。 

・ このような福岡空港の社会、経済的役割の重要性、地域の将来との関わ

りの深さ、影響範囲の大きさ・多面性などを踏まえ、総合的な調査を実

施するにあたっては、市民等と認識を共有しつつ進めていくことが必要

である。 

（今までの地域の取り組み） 

・ 福岡空港の課題への対応策については、平成５年１月から県、市におい

て調査・検討が行われてきたが、その過程を現時点で振り返ってみると、

市民等との間のコミュニケーション、認識の共有が必ずしも十分に行わ

れてきたとは言い難い。 
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（国の取り組み） 

・ 社会資本整備を進めるにあたり、透明性、公正性を確保するとともに、

住民等の主体的な参画を促すため、国土交通省においては、「国土交通省

所管の公共事業の構想段階における住民参加手続きガイドライン」が公

表されている。 

・ また、同省航空局においても、「一般空港における新たな空港整備プロセ

スのあり方（案）」の中で、構想・施設計画段階を対象に、パブリック・

インボルブメント・ガイドライン案が策定、試行されている。 

 

（今後の取り組み） 

・ 今年度から開始される福岡空港に係る総合的な調査は、福岡空港が抱え

る課題の解決に向けた出発点となる。 

・ この調査によって、国にとっても、地域にとっても最善の方策を得るた

めには、一連の調査の当初から、透明で公正なプロセスにより情報提供

及び意見収集を行い、市民等との信頼関係を築きながら、進めていくこ

とが重要である。 

・ このため、航空局のガイドライン案が対象とする構想、施設計画段階以

前の調査段階であるが、同ガイドライン案の考え方、主旨を先取りし、

パブリック・インボルブメント（ＰＩ）の手法を取り入れ、積極的な情

報提供・意見収集を行うことが適切である。 

・ また、一方で市民等にも、福岡空港が地域の社会、経済など多方面に深

く関わっていること等を認識し、主体的にＰＩに参加することが期待さ

れる。 

 

 「市民等」とは 
・ 福岡市民のみならず、福岡県内の居住者、就業者、関係事業者、福岡

空港の国内外からの一般利用者も含めた広い意味での市民や団体のこ

と。 

 

 

 パブリック･インボルブメント（ＰＩ）とは 
・ 市民等を対象に施策の内容等について情報提供、意見収集を行い、地

域のニーズにあったより良い施策の選定とその施策に対する合意形成

を支援するプロセス。 
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II  具体的な進め方 

１ 今後の進め方の全体像 

 

(1)  全体像の考え方 

 政策の方向性の形成・決定は関係行政機関によって行われるが、その過
程で市民等の意見を十分に収集し、反映していく。 

 

 福岡空港における総合的な調査の進め方の特徴 
  ○全体の進め方を明確にし、市民等と認識を共有。 

○市民等の意見を収集し反映させていくプロセス（ＰＩプロセス）

を明確に位置付け。 

○総合的な調査の段階を踏んだ検討とそれに連動した PI の実施。 

 総合的な調査を進めるにあたっては、適切な時間管理に努め、可能な限

り迅速に情報を提供し、意見収集を行うこととする。 

 

（政策の方向性の形成・決定における視点） 

・ 政策の方向性は、総合的調査の関係行政機関において、政策的視点、技

術的視点、民意の３つの視点を総合的に判断し、(案)が絞り込まれたの

ち、議会での審議など所定の手続きを経て決定される。 

 

（全体像の共有） 

・ 今後の進め方を決定するにあたっては、幅広い意見をどのように収集し、

反映していくかについて、市民等からの意見を反映していくことが必要。 

決定した今後の進め方の全体像は、広く公表し、市民等と共有する。 

（適切な時間管理） 

・ 総合的な調査における各種調査は、ＰＩプロセスにおいて収集した意見

等を踏まえて、その進め方等について見直しながら進められていくこと

になる。一方で時間の管理も重要であり、可能な限り迅速に情報を提供

し、意見収集するなど、適切に進めていくことが必要である。 
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(2)  全体像の構成 

 進め方の全体像は、３つのプロセスにより構成される。 
 

① 検討プロセス【方向性（案）の作成】 

市民等に提示することにより意見収集のもとになる途中段階のレポー

トや方向性（案）を作成するプロセス 

 

② ＰＩプロセス【情報提供と意見収集】 

市民等の参加を得て、検討プロセスにおける検討の内容について、情報

提供、意見収集を行い、市民等のニーズ、意見を反映させていくプロセ

ス 

 

③ 政策形成プロセス【方向性（案）の絞り込み】 

政策の方向性を決定する所定の手続きに先立ち、関係行政機関において

方向性(案)を絞り込むプロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

図  今後の進め方の全体像（概念図） 

調
査
段
階 

政
策
形
成
プ
ロ
セ
ス 

(

方
向
性(

案)

の
絞
り
込
み) 

方向性(案)の絞り込み 

所定の手続による方
向性の決定 

・調査と実現すべき政策的

目標 
・対応策検討の前提条件 
・評価の視点と検討すべき

対応策 
・対応策の比較評価と方向

性(案) 

検討プロセス 
(方向性（案）の作成) 

ＰＩプロセス 

情報提供 
意見収集 

情報提供 
意見収集 

情報提供 
意見収集 

総合的な調査の開始 

各
種
調
査
の
実
施 
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(3)  検討の進め方 

 検討の基本的な事項から段階的に、4つのステップで検討を進める。 

 ４つの各ステップごとに、広く市民等の意見を反映しながら、方向性(案)
を作成していく。 

 情報共有等が達成されたと判断された段階で、次のステップに進むかどう
か、市民等の理解を得ながら、判断していく。 

 

ＳＴＥＰ１ 課題と実現すべき政策的目標 
・福岡空港の現状と課題、空港能力の見極め、空港利用者の視点に
立った航空サービスの評価基準等について検討。 

 

ＳＴＥＰ２ 対応策検討の前提条件 
・航空需要の将来予測、地域の将来像と福岡空港の役割について検
討。 

 

ＳＴＥＰ３ 評価の視点と検討すべき対応案 
・検討すべき対応案と対応案を評価する視点を検討。 

 

ＳＴＥＰ４ 対応案の比較評価と方向性（案） 
・評価の視点に基づく対応案の比較評価と方向性（案）を作成。 

 

図 方向性（案）の作成の４つのステップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民等 市民等 市民等 

意見 確認 意見 確認 意見 確認 

検討プロセス 
（方向性（案） 
の作成） 

第２ステップ 第１ステップ 

調査 B 

調査 C 

調査 D 

調査 A 

第３ステップ 
 

↑調査情報の提供 
↓市民等の意見のフィードバック 

図 段階的な検討の概念図 

国、県、市が

実施する調査

等 （ 方 向 性

（案）の材料） 

PIプロセス 
（方向性（案）

の材料） 
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※適切な時間管理に努めるものとする。

今後の進め方の全体像

監視・助言
［第三者機関］

[目　標］
・ 福岡空港の能力・課題･空港に求められる政策
的目標を共有。

調　査　等［国、福岡空港調査委員会等］
検討プロセス（方向性(案)の

作成）
［福岡空港調査連絡調整会議］

市　民　等

〈将来需要への対応方策の検討〉

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

調査情報

【ステップ１】

課題と実現すべき
政策的目標

【ステップ２】

対応策検討の前提条件

【ステップ３】

評価の視点と
検討すべき対応案

【ステップ４】
対応案の比較評価と

方向性(案)

ＰＩプロセス［福岡空港調査連絡調整会議］

監視・助言
［第三者機関］

PI手法

PI手法

PI手法

PI手法

方向性（案）の作成
［福岡空港調査連絡調整会議］

新空港
の検討

現空港における
滑走路増設
の検討

近隣空港との
連携方策
の検討

将来の
航空需要
の予測

地域から
見た福岡空港の役
割と効果に
関する検討

航空
利用者の視点に
立った航空サービ
スの評価基準の検

討

空港能力の
見極め

現空港の
有効活用方策の

検討

〈滑走路増設をしない場合の能力の見極め〉

福岡空港の現状と課題
空港能力の見極め　　　　　　
航空利用者の視点に立った
航空サービスの評価基準

航空需要の将来予測
地域の将来像と福岡空港

　　の役割

評価の視点
各方策ごとの対応策のメニュー
検討すべき複数の対応策
（方策の組合せ）

[目　標］
・ 地域の将来像と福岡空港の将来需要等につい
て認識を共有。

　［目　標］
・ 最適な対応案選択のための評価の視点につい
て認識を共有。

・ 三方策毎に考えられる対応策を整理。
・ 検討すべき複数の対応案（方策の組合せ）を選出。

［目　標］
・ 対応案を比較評価し、結果について認識を共有。
・ 方向性（案）を作成し、包括的に確認。

対応案（方策の組合せ）の
評価と比較結果
福岡空港の方向性（案）

監視・助言
［第三者機関］

[目　標］
・ 福岡空港の能力・課題･空港に求められる政策
的目標を共有。

調　査　等［国、福岡空港調査委員会等］
検討プロセス（方向性(案)の

作成）
［福岡空港調査連絡調整会議］

市　民　等

〈将来需要への対応方策の検討〉

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

調査情報

【ステップ１】

課題と実現すべき
政策的目標

【ステップ２】

対応策検討の前提条件

【ステップ３】

評価の視点と
検討すべき対応案

【ステップ４】
対応案の比較評価と

方向性(案)

ＰＩプロセス［福岡空港調査連絡調整会議］

監視・助言
［第三者機関］

PI手法

PI手法

PI手法

PI手法

方向性（案）の作成
［福岡空港調査連絡調整会議］

新空港
の検討

現空港における
滑走路増設
の検討

近隣空港との
連携方策
の検討

将来の
航空需要
の予測

地域から
見た福岡空港の役
割と効果に
関する検討

航空
利用者の視点に
立った航空サービ
スの評価基準の検

討

空港能力の
見極め

現空港の
有効活用方策の

検討

〈滑走路増設をしない場合の能力の見極め〉

福岡空港の現状と課題
空港能力の見極め　　　　　　
航空利用者の視点に立った
航空サービスの評価基準

航空需要の将来予測
地域の将来像と福岡空港

　　の役割

評価の視点
各方策ごとの対応策のメニュー
検討すべき複数の対応策
（方策の組合せ）

[目　標］
・ 地域の将来像と福岡空港の将来需要等につい
て認識を共有。

　［目　標］
・ 最適な対応案選択のための評価の視点につい
て認識を共有。

・ 三方策毎に考えられる対応策を整理。
・ 検討すべき複数の対応案（方策の組合せ）を選出。

［目　標］
・ 対応案を比較評価し、結果について認識を共有。
・ 方向性（案）を作成し、包括的に確認。

対応案（方策の組合せ）の
評価と比較結果
福岡空港の方向性（案）

方向性（案）の絞り込み方向性（案）の絞り込み
政策形成プロセス
［関係行政機関］
政策形成プロセス
［関係行政機関］

所定の手続きによる方向性の決定

総合的な調査の開始

※政策的視点、技術的視点、民意の３つの視
　点を総合的に判断。
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２ ＰＩに係る実施体制 

(1)  実施体制のあり方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（役割の明確化） 

・ ＰＩを進める上では、全体の進め方について市民等に十分に理解される

ことが重要である。 

・ 特に今後の進め方において「『誰』がどのような『役割』を担っているのか」

が明確でない場合、ＰＩのために材料として提供される調査の情報などが、

「各ステップでの結論」と混同されて市民等に伝わる可能性がある。 

・ 結論に対して市民等の信頼を得るためには、「各ステップでの結論」を「い

つ、誰が、どのように決めたのか」が明確であることが必要である。 

・ 市民等が信頼できるＰＩを実施するためには、「今後の進め方において『誰』

がどのような『役割』を担うのか」について明確にする必要がある。 

（市民にとって分かりやすい体制） 

・ 方向性（案）の作成は、各種調査と PI によって明らかになった市民等の

意見等を踏まえて行われる。 

・ 方向性（案）の作成に複数の主体が関わる場合は、ＰＩでは、「どこにど

のような情報があるのか」、「誰に意見を言えば良いのか」といったこと

を市民等に分かりやすく示す必要がある。 

（ＰＩの適切さ・公正さの確保） 

・ ＰＩを市民等から信頼を得て進めていくためには、ＰＩ自体を適正・公

正に進めることが必要である。 

・ ＰＩの適切さ、公正さを確保するための機能として、ＰＩが適切かつ公

正に進められているかなどを監視する「ＰＩ監視機能」や、「助言機能」

を有する、第三者性を有した機関を設置することが必要である。 

 

 

 市民に正しく理解され、信頼を得るために、今後の進め方において「誰」が

どのような「役割」を担うかを明確にする。 

 関係する主体が複数存在するような場合、市民にとって分かりやすい体制と

する。 

 ＰＩに対する市民の信頼を得るために、その適正さ、公正さを確保する機能

を持つ。 
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(2)  必要な機能と役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（福岡空港調査連絡調整会議の役割） 

・ 福岡空港の総合的な調査については、複数の行政機関が関わっている。

このため、国と地域の連絡調整の場である福岡空港調査連絡調整会議が、

統一的に方向性（案）の作成とＰＩを実施していくことが、市民等にと

ってわかりやすく、適切である。 

 

 実施体制は下記の５つの機能を有する。 
① ＰＩを実施する機能 

② 方向性（案）を作成する機能 

③ ＰＩを監視し、助言を行う機能 

④ 各種調査を実施する機能 

⑤ 方向性（案）を絞り込む機能 

 このうち、「ＰＩを実施する機能」、「方向性（案）を作成する機能」は、福岡
空港調査連絡調整会議が担う。 

 「ＰＩを監視し、助言を行う機能」を担う第三者機関を設置する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ ］内の番号は、上表に示す「機能」の番号 

図 ＰＩに係る実施体制 

 
福岡空港調査 
連絡調整会議 
［①、②］ 

国 

福岡空港調査委員会（県、

関係行政主体（国、県、市） 

［⑤］ 

方向性 (案)送付 

所定の手続きによる方向性の決定 

市 
民 
等 

調査結果の提供と 
市民等の意見のフィードバック 

第三者機関［③］ 

監視・助言 

情報 

意見 

（第三者機関による監視・助言） 
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表 実施体制における機能と各機能を担う組織 

主 体 機 能 内 容 

①ＰＩを実施する機能 ・ＰＩを実施し、民意を収集する。 

・方向性（案）の作成主体と同一

とすることで、窓口が一元化さ

れ、市民にとってわかりやすい

ＰＩの実施が可能である。 

福岡空港調査連

絡調整会議 

②方向性（案）を作成す

る機能 

・調査等、市民等の意見、政策的

な視点をもとに方向性（案）を

作成する。 

第三者機関 

 

③ＰＩを監視し、助言を

行う機能 

・ＰＩプロセスの公正性、時間管

理等を監視するとともに、市民

等の意見が調査等に適切に反映

されているかを監視し、方向性

（案）の作成主体、ＰＩ実施主

体に助言を行う。 

国 

福岡空港調査委

員会(県、市)等 

④各種調査を実施する機

能 

・総合的な調査に係る各種調査を

実施し、①②に必要な技術的材

料を提供する。 

関係行政機関 

（国、県、市） 

⑤方向性(案)を絞り込む

機能 

・調査、ＰＩの結果等をもとに政

策的な判断により方向性（案）

を絞り込む。 
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(3)  第三者機関 

 

 

 

 

 

 

 

表 第三者機関の設置概要 

項 目 内 容 

目的 ・ ＰＩプロセスを客観的な立場から監視するために設置する。 

設置者 ・ ＰＩ実施主体（福岡空港調査連絡調整会議） 

・ 事務局機能は、ＰＩ実施主体に設置する。 

役割・機能 ・ ＰＩプロセスの公正性、時間管理等を監視するとともに、市民等の意見が

調査等に適切に反映されているかを監視し、方向性（案）の作成主体、Ｐ

Ｉ実施主体に助言を行う。 

① 方向性（案）の作成の各ステップにおいて、ＰＩ実施計画(内容、時間管

理等)が適切かどうか、実施中のＰＩが適切かどうかを評価し、助言する

ことができる。 

② 各ステップの終了段階において、当初の計画通りにＰＩが実施されたか

について評価し、助言することができる。 

③ ＰＩの実施によって、当初の目標が達成されたかどうかを評価し、助言

することができる。 

④ ＰＩの実施によって、把握した市民等の意見の調査等への反映が適切か

どうかを評価し、助言することができる。 

⑤ 必要に応じて、ＰＩ実施主体に情報の提出を求め、また、市民等の意見

を直接把握し、必要な助言を行うことができる。 

構成員 福岡空港に関して中立的、客観的な考えを持つとともに、下記の専門的知

識を有するメンバーにより構成する。 

・空港計画の専門家            ・ＰＩの専門家 

・マスコミ、ジャーナリズムに関する専門家 ・法制度の専門家 

・民間経営者等、事業・経営の専門家 

等の有識者から構成し、概ね５～６名程度 

構 成 員 の

選定方式 

・ ＰＩ実施主体が候補者を選定し総合的調査の関係行政機関の長が任命す

る。 

・ ＰＩ実施主体のホームページやＰＩ実施主体が発行するニュースレター

等で、候補者と選定理由を広く公表する。 

その他 ・ 第三者機関の役割・機能を広く公表し、市民等の理解を得る。 

・ 第三者機関における会議の資料や議事録、成果等の資料については、原則

公開とし、ＰＩ実施主体のホームページやＰＩ実施主体が発行するニュー

スレター等で公表する。 

 ＰＩプロセスの公正性、時間管理等を監視するとともに、市民等の意見が調

査等に適切に反映されているかを監視し、方向性（案）の作成主体、ＰＩ実

施主体に助言を行う。 
 第三者機関は、ＰＩプロセスや公共施策決定に関する法制度や手続き、空港

に関する専門的知識を有する委員により構成する。 
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①ＰＩプロセスの監視方法 

（方向性（案）の作成の各ステップにおけるＰＩの開始に際して） 

・ ＰＩ実施主体は、方向性（案）の作成の各ステップにおいて、ＰＩを実
施する際には、ＰＩ実施計画書（仮称）を作成し、第三者機関に提出す
る。 

・ 第三者機関は、ＰＩ実施計画書（仮称）の内容を評価し、その評価結果
をＰＩ実施主体に報告する。 

・ ＰＩ実施主体は、第三者機関の報告を踏まえて、ＰＩ実施計画を精査し、
ＰＩ活動を実施する。 

・ ＰＩ実施計画についての第三者機関の議論や評価は、ＰＩ実施主体のホ
ームページやＰＩ実施主体が発行するニュースレター等の広報媒体にお
いて公表する。 

（ＰＩプロセスの実施段階） 

・ 第三者機関は、情報提供が幅広くかつ円滑に実施されているか、また、
意見収集が公正かつ効率的に実施されているか等について、随時、状況
を監視し、意見を表明できる。 

・ 第三者機関は、ＰＩ実施主体に情報を提出させ、また、必要に応じヒア
リング等により点検し、必要な指導、助言を実施することができる。 

（方向性（案）の作成の各ステップにおけるＰＩの終了に際して） 

・ ＰＩ実施主体は、各ステップにおいて、目標とした情報共有等を達成し
たと判断される段階で、ＰＩ実施報告書（仮称）を第三者機関に提出す
る。 

・ 第三者機関は、ＰＩ実施報告書（仮称）の内容を評価し、評価結果をＰ
Ｉ実施主体に報告する。 

・ ＰＩ実施主体は、第三者機関の評価結果及び助言を踏まえて、ＰＩの継
続または、次のステップへの移行について総合的に判断する。 

・ 第三者機関の議論や評価結果は、ＰＩ実施主体のホームページやＰＩ実
施主体が発行するニュースレター等の広報媒体において公表する。 

（市民等の意見の把握） 

・ 第三者機関は、ＰＩ実施報告書を評価する段階において、必要に応じて、
市民や関係団体等、ＰＩ参加者にヒアリングやアンケートを実施し、意
見を把握することができる。 

・ 必要に応じて、ＰＩ実施主体の要請により、第三者機関において意見収
集を実施することができる。 

②構成員の選定方法 

・ ＰＩ実施主体は、第三者機関に必要とされる専門知識を有するとともに、
中立的、客観的な考えを持つ有識者の中から、候補者を選定する。 

・ 関係行政機関の長が、第三者機関の構成員を任命する。 

・ ＰＩ実施主体のホームページやＰＩ実施主体が発行するニュースレター
等で、候補者と選定理由を広く公表する。 
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３ ＰＩ（情報提供及び意見収集）の実施方法 

 ＰＩは、方向性（案）の作成の各ステップに対応して実施する。 

・ 幅広い情報提供と意見の収集を行い、収集された意見を方向性（案）の作

成に反映。 

 

 

 

 

 

 

図 検討のステップに対応したＰＩの実施 

・ ＰＩ実施主体は情報共有等が達成されたと判断される段階で、第三者機関

の点検、評価を経て、次のステップへ移行する。 

 

 各ステップでの検討内容にあわせて、多様かつ適切な手法により情報提供
と意見収集を実施する。 

市民等に広く情報を提供 

⇒ ニュースレター、ホームページ、オープンハウス など  

市民等からの意見を広く収集 

⇒意識調査、パブリック・コメント、説明会・セミナー など  

共に考える双方向のコミュニケーション 

⇒シンポジウム、説明会・セミナー、グループ・ヒアリング、 

ワークショップ、市民協議会、各種懇談会 など  

 

 ＰＩの手法は、状況に応じて見直すなど柔軟に対応する。 
 

 

〈ＰＩプロセス〉 
〈検討のステップ〉 

①課題と実現すべき政策的目標 

②対応策検討の前提条件 

③評価の視点と検討すべき対応案 

④対応案の比較評価と方向性（案） 

ＰＩ手法 

 
市民等 
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（各ステップごとのＰＩの目標と想定される論点の例） 

 

ＳＴＥＰ１ 課題と実現すべき政策的目標 

【ＰＩの目標】 

・ 福岡空港の能力・課題・空港に求められる政策的目標を共有。 

 

【想定される論点の例】 

・ 課題は十分出揃っているか、漏れている点はないか。 

・ 課題の内容は理解できるか、間違いはないか。 

・ 実現すべき政策的目標は理解できるか。 

 

ＳＴＥＰ２ 対応策検討の前提条件 

【ＰＩの目標】 

・ 航空需要の将来予測、地域の将来像と福岡空港の役割等につい

て認識を共有。 

 

【想定される論点の例】 

・ 福岡空港が果たすべき役割のうち、重要なものは何か。 

・ 将来発生すると予想される影響のうち、どの影響が問題か。 

 

ＳＴＥＰ３ 評価の視点と検討すべき対応案 

【ＰＩの目標】 

・ 最適な対応案選択のための評価の視点について認識を共有。 

・ 検討すべき複数の対応案を選出。 

 

【想定される論点の例】 

・ 評価の視点は全て出揃っているか。 

・ 考えられる対応案は全て出揃っているか。 

 

ＳＴＥＰ４ 対応案の比較評価と方向性（案） 

【ＰＩの目標】 

・ 対応案の評価結果を共有し、方向性（案）を確認。 

 

【想定される論点の例】 

・ 評価結果と方向性（案）は妥当か。 
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（ＰＩへの参加者） 

・ ＰＩでは、市民等が幅広く参加でき、意見を表明できることが必要であ

る。 

・ 福岡空港の広域性、影響の多様性等から、福岡空港を利用または関係す

る幅広い関係者の参加が期待される。 

 

福岡空港の総合的な調査におけるＰＩ参加者の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ＰＩ手法の運用） 

・ 市民等が信頼できるＰＩとするには、本報告で示す基本的な考え方に基

づき、情報提供、意見収集等の活動を進めていくことが重要である。 

・ また、ＰＩ手法の運用にあたっては、ＰＩ参加者の意見等を反映した運

用ルールを明確に定め、市民等と共有し、このルールに則ってＰＩ活動

を行うことが必要である。 

・ 一方で、ＰＩは、実施の状況を点検し、必要に応じて情報提供および意

見収集の方法を柔軟に見直すことも必要である。 

・ そのため、情報提供および意見収集の方法は、その実施状況を点検し、

必要に応じて見直すなど柔軟に対応することとするが、その際、適切さ、

公正さを確保するために、見直しの検討過程について広く公表し、意見

を収集するとともに、その見直しの要否、妥当性について第三者機関の点検・

助言を受ける。 

 

 

○ 周辺地域住民及びその関連自治体 

○ 空港利用者 

・ 国内（県内居住に限定しない） 

・ 海外（    〃     ） 

○ 福岡都市圏住民（周辺地域住民を除く） 

○ 福岡県民（地元住民・福岡都市圏住民を除く） 

○ 関係地方自治体 

○ 地元経済団体 

○ 空港・航空関連企業 

・ 国内航空会社 

・ 海外航空会社 

・ 空港関連事業者、運輸事業者等 

○ 有識者等 

○ その他福岡空港に関心を有する国内外の個人及び団体 
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【ステップ４】 対応案の 
比較評価と方向性

(案) 

福岡空港の方向性（案） 

【ステップ３】 評価の視点と 
検討すべき対応案 

評価の視点 

検討すべき複数の 
対応策（方策の組合せ） 

地域の将来像と 
福岡空港の役割 

【ステップ１】 課題と実現すべき 
政策的目標 

福岡空港の現状と課題 

空港能力の見極め 

航空利用者の視点に立った 
航空サービスの評価基準 

【ステップ２】 対応策検討の 
前提条件 

航空需要の将来予測 

各方策ごとの 
対応策のメニュー 

対応案（方策の組合せ）
の評価と比較結果 

検
討
プ
ロ
セ
ス
（
方
向
性 (

案)

の
作
成
） 

Ｐ
Ｉ
手
法
（例
） 

ﾊﾟﾌ ﾞﾘｯ
ｸ･ｺﾒﾝﾄ 

説明会、 
セミナー 

ｲﾝﾌｫﾒ
ｰｼｮﾝ 
ｾﾝﾀｰ 

ｵｰﾌﾟﾝ 
ﾊｳｽ 

ニュースレター、 
ホームページ、 
メディア 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾋｱﾘﾝｸﾞ 

シンポジ
ウム 

ワ ー ク
ショップ 

見学会 

ニュースレター、 
ホームページ、 
メディア 

ﾊﾟﾌ ﾞﾘｯ
ｸ･ｺﾒﾝﾄ 

説明会、 
セミナー 

ｲﾝﾌｫﾒ
ｰｼｮﾝ 
ｾﾝﾀｰ 

ｵｰﾌﾟﾝ 
ﾊｳｽ 

シンポジ
ウム 

市民 
協議会 

ニュースレター、 
ホームページ、 
メディア 

ﾊﾟﾌ ﾞﾘｯ
ｸ･ｺﾒﾝﾄ 

説明会、

セミナー 
ｲﾝﾌｫﾒ
ｰｼｮﾝ 
ｾﾝﾀｰ 

ｵｰﾌﾟﾝ 
ﾊｳｽ 

ﾊﾟﾌ ﾞﾘｯ
ｸ･ｺﾒﾝﾄ 

説明会、

セミナー 

ｲﾝﾌｫﾒ
ｰｼｮﾝ 
ｾﾝﾀｰ 

ｵｰﾌﾟﾝ 
ﾊｳｽ 

ニュースレター、 
ホームページ、 
メディア 

各種 
懇談会* 

＊市民、関係者、有識者等の懇談会 

意識 
調査 

各種 
懇談会* 

意識 
調査 

各種 
懇談会* 

シンポジ
ウム 

意識 
調査 

各種 
懇談会* 

市民 
協議会 

ＰＩプロセスと手法（例） 
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４ 調査等情報提供のあり方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（調査等情報提供の必要性） 

・透明性を確保するためには、検討のステップに合わせて行われるＰＩ活動に

おいて提供される情報、及びその検討材料となる情報については、情報公開

請求に応じた開示にとどまらず、全体の位置づけのなかで適切に情報提供を

行うことが必要。 

 

・その際には、市民等の誤解を招くことがないよう、その位置付け（ステータ

ス）を明確にする必要がある。具体的には、ＰＩ活動で提供される情報であ

るか、その検討材料となる情報であるかなどを、区別すべき。 

 

（情報提供の方法） 

・公表…ホームページでの情報の掲載、公的機関の情報センター等での資料

閲覧等。 

・配布…ＰＩ活動に際し、公的機関の情報センターや各種のＰＩ手法により

配布。 

※インターネットのホームページ、公的機関の情報提供窓口などの各種媒体

を積極的に活用する。また、報道機関に対しても十分な説明を行う。 

 

 

● 総合的な調査に係る情報については、情報公開請求に応じた開示にとどま

らず、積極的に情報提供を行う。 
 
【提供する情報の種類】 

・ＰＩ活動で提供される情報 

⇒検討の各ステップで取りまとめられたレポートや関連情報 

・上の情報の検討材料となる情報 

⇒国、県、市等で毎年度実施される各種調査に係る情報で、方向性（案）の

作成主体（福岡空港調査連絡調整会議）に提示される情報 
 

● 検討のステップに合わせて提供される情報は、方向性（案）の作成主体に

おいて、市民等にわかりやすく取りまとめ、適切に情報提供する。 

● 関係行政機関（国、福岡県、福岡市）が方向性（案）の作成主体に提示

する毎年度の各種調査に係る情報についても、全体の位置づけのなかで

適切に提供する。 
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表 方向性（案）の作成主体（福岡空港調査連絡調整会議）における情報の扱い方 

情報提供 
種類 定義 例 「位置づけ」の呼称 

公表 配布 

 

検討材料となる

情報 

 

 

国、県、市等で作成され、

方向性（案）の作成主体

に提示された資料 

方向性案の作成主体の

検討中資料等（調査関

係レポートなど） 

「検討中資料」 ○ － 

 
ＰＩ活動で提

供される情報 

 

 

方向性（案）の作成主体

の判断を経た資料 

方向性（案）の作成主

体においてオーソライ

ズされた検討プロセス

のレポート等 

「案」 ○ △ 

○：原則、全てを対象とする。 

△：一部を対象とする。  
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５ 実施にあたっての留意点 

 

 ○ 情報提供、意見収集のあり方及びその実施計画を定める場合には、市民
等の意見を求めるとともに、幅広く周知を図ることが必要。 

・ 案についてのパブリックコメント等の実施  
・ 広範かつ多層にわたる多様な周知広報活動の実施、各種メディアへの情
報提供等 

 
情報提供、意見収集あり方の策定・公表手順 

 
福岡空港の総合的な調査に係る情報提供及び意見収集のあり方検討会 

 

        

             提言（検討会報告）の送付 

 

福岡空港調査連絡調整会議 

 

 

最終とりまとめ（案） 

 

 

 

最終とりまとめ 

（福岡空港調査連絡調整会議にてとりまとめ） 

 

 

公 表 

（公表方法） 

・記者発表 

・ホームページでの情報の掲載 

・公的機関の情報センター等での資料閲覧、パンフレットの配布 など 

 
○ 当面の実施計画作成にあたっての留意事項 
 
（市民等の意見を踏まえた実施計画の作成） 
・ 市民等が総合的な調査について、どのような関心を有し、ニーズを持っ
ているか等把握することが必要。 

・ 特に、最終とりまとめ（案）のパブリック・コメントでのＰＩ実施に関
わる意見を十分に踏まえ、市民等のニーズを踏まえた案を作成すること
が必要。 

・ さらに、実施計画作成時においても市民等から広く意見を収集し反映す
ることが必要。 

 
（新たな取組みの周知） 
・ 市民等と協働するという、新しい取組みを広く効果的に周知し、市民等
にも十分理解してもらうことが必要。 

 

パブリック・コメント等 
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（第三者機関の早期の設置） 
・ 第三者機関はＰＩの実施に先立つ段階で早期に設置することが必要。 
・ さらに、ＰＩをどのように監視・評価するかといった詳細な運用方法に
ついて事前に検討し、明確にしておくことが必要。 

 
（実施計画に記載すべき事項） 
・ 当面のステップにおける検討内容にあわせて、何が課題であるか、どの
ような視点の意見を収集する必要があるかを明確にするとともに、必要
かつ適切な手法について記載することが必要。 

 
 
○ その他 
・ ＰＩにおいて、市民等とのコミュニケーションを円滑に進めるためには、
適切な人的・財政的資源の確保が必要となることから、関係行政機関に
おいては、その対応について十分な配慮が必要。 

 



参考資料 

ＰＩ手法の実例 

検討会開催経過 

用語集 

 

 



 

1

ＰＩ手法 

(1)説明会、セミナー 

①概要 ・ 調査等の情報を PI 実施主体が説明し、市民等からこれ

に対する質問や意見を受ける公式の場として開催。 

②目的 ・ 公式に PI 実施主体が市民等に対して､調査等の情報を

提供する。 

③手法の特徴 ・ 正確な情報を伝えることが可能。 

・ 説明会やセミナーのみで市民等と十分なコミュニケー

ションするためには、他の対話手法と組み合わせて用

いることが必要。 

④実施のタイミング ・ とりまとめられた情報等を提供する際に実施。 

⑤参加者 ・ 全ての市民等 

⑥提供する情報 ・ とりまとめられたレポート及び関連する調査等の情報 

 

⑦把握できる情報 ・ 提示した情報に関する市民等の意見や疑問 

⑧事例 〈余目酒田道路整備事業〉 

・ 余目酒田道路では、地区の懇談会において、中立的な

立場の司会者のもと実施。 

・ 司会者が、「事業者側の発言を、分かりやすい言葉で解

説」し、市民の意見のポイントと背景にある関心等を確認し

ながら進行することで、多くの参加者から「分かりやすい」と

の評価を受けた。 

■余目酒田道路整備事業における実施状況 
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(2)オープンハウス 

①概要 ・ パネルの展示やリーフレット等資料の配布（場合によ

り、図面、写真、模型、ビデオを用いた解説）により、

市民等が参加しやすい時間帯に情報を提供する場を設

ける。 

・ 市民等は担当の行政スタッフに対して質問し、コメン

トカードやアンケートによって意見を述べることが可

能。 

②目的 ・ 市民等が、参加しやすい環境のもと、とりまとめられ

たレポートや関連する調査等に関する正確な情報を提

供する。 

・ 会議形式の行事に抵抗感を有する市民等に機会を提供

し幅広く情報提供する。 

③手法の特徴 ・ 説明会など大勢の前で発言することに抵抗感を有する

市民等も参加し易い。 

・ 市民等は、都合の良い時間に立ち寄り、必要な情報だ

けを得ることが可能。 

・ フリップボード等に参加者の意見を残すことで、他の

参加者の意見を知ることも可能。 

④実施のタイミング ・ 随時。 

⑤参加者 ・ 全ての市民等 

⑥提供する情報 ・ その時点で議題とすべき事項の詳細な情報 

⑦把握できる情報 ・ 提示した情報に関する市民等の意見や疑問 

⑧事例 〈（仮称）横浜環状北西線整備事業〉 

・ 計画検討の開始にあたって、オープンハウスを実施。 

・ パネル等を用いて計画の目的や今後の進め方等の情報

を提示する一方、来訪者から質問や意見を受付。 

・ 役所のホールに加え、日常的に人が多く集まるショッ

ピングセンター、駅構内、パーキングエリア、動物園

等で実施。 

 

■(仮称)横浜環状 

北西線整備事業 

における実施状況 
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(3)ニュースレター、パンフレット 

①概要 ・ 提供情報を、文章や写真で分かり易く印刷物として製

作し、市民等に広く配布。 

②目的 ・ ＰＩの実施状況や調査等のレポートなど関連する情報

を広く市民等に伝える。 

③手法の特徴 〈ニュースレター〉 

・ ＰＩの実施状況や調査等のレポートなど関連する情報

をコンパクトにまとめて提供。 

・ 定期的に出すことを基本とするが、必要に応じ適宜作

成することも可能。 

・ 市民等への配布、関係行政機関の公共施設等での陳列

等により、広範囲の市民等が定期的かつ迅速に情報を

得ることが可能。 

〈パンフレット〉 

・ ＰＩの実施状況や調査等のレポートなど関連する情報

をコンパクトな印刷物として提供する。 

・ 情報の要点などについて分かり易く入手できるととも

に、印刷物として手元に残すことも可能。 

④実施のタイミン

グ 

ニュースレター：最新の情報を定期的に発行。 

パンフレット ：提供する情報の密度等勘案し、適宜発

行。 

⑤参加者 ・ 全ての市民等 

 

⑥提供する情報 

 

・ ＰＩで提供する情報全般 

特に、アンケート等調査の事前告知・結果報告や関

連イベントの紹介・結果報告 

⑦事例 

 

ニュースレター： 

・ 東京外かく環状道路 「外環ジャーナル」 

平成14年/2月 No.1発行、平成16年/1月現在 No.15 

新聞折り込み等により配付 

・ 千葉柏道路 「千葉柏道路 NEWS」 

平成 12 年/8 月 No.1 発行、平成 15 年/12 月現在 

No.13 

・ 横浜環状道路 「（仮称）横浜環状北西線広報紙」 

 平成 15 年/7 月 No.1 発行、平成 16 年/1 月現在 No.5 

パンフレット： 

・ 東京外かく環状道路  

平成11年/12月から平成13年/11月にかけて９種類の 

パンフレット、リーフレットが発行 
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(4)ホームページ 

①概要 ・ インターネット上にホームページを開設し、これを活用

して関連する情報を提供。 

②目的 ・ 最新情報を迅速にかつ広範囲(全世界)に提供。 

③手法の特徴 ・ 広範で範囲の特定が困難な市民等に対する情報提供手法

として有効な手法。 

・ 市民等は、情報を迅速に得ることができ、精度の高い（ボ

リュームの多い）情報も入手可能。さらにビジュアル表

現によりわかり易い情報を得ることができる。 

・ 返信メールアドレスを明示することで双方向コミュニケ

ーションが容易に実現。 

・ パソコン等のインターネット端末が必要。 

④実施のタイミ

ング 

・ ＰＩの実施と同時に設置されることが望ましい。 

・ 以降、こまめに情報を更新し、タイムリーな情報提供を

行うことが重要。 

⑤参加者 ・ 市民等に加え、関連する全ての人が対象。 

⑥提供する情報 ・ ＰＩに関するすべての情報（調査等の情報を含む）。 

⑦把握できる情

報 

・ ホームページ上に掲載されている情報に対する質問や意

見（返信メールアドレスの活用による）。 

⑧事例 〈東京外かく環状道路〉 

・主な掲載コンテンツ 

外環とは/スケジュールと経過/外環への意見(意見募集と意見紹

介)/有識者委員会/沿線協議会/パンフ･資料/用語集/広報誌 
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(5)メディア 

①概要 ・ 新聞広告やテレビ・ラジオ番組等を用いて、情報提供を行

う。 

②目的 ・ 市民等広範囲の対象に情報を提供。 

 

③手法の特徴 ・ 効果的な情報提供が可能。 

・ 検討の節目において、記者発表を行い、特集番組や記事、

新聞広告を企画することも、多様で広範囲な参加者への広

報手段として効果的。 

④実施のタイミ

ング 

・ 随時。 

 

⑤参加者 ・ 全ての市民等（メディアの視聴者・購読者）。 

 

⑥提供する情報 ・ プレス向けにとりまとめたＰＩに関するすべての情報。 

・ 取材の対象となるすべての情報。 

⑦把握できる情

報 

・ 記者の質問等から、市民等の情報ニーズ。 

 

⑧事例 〈（仮称）横浜環状北西線整備事業〉 

 

・新聞広告（神奈川新聞） 

計画検討開始のお知らせ/オープンハウス開催のお知らせ  
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(6)インフォメーションセンター 

①概要 ・ 情報交換のための施設（立寄りセンター）を常設設置

して、市民等の意見や提案を直接把握する。 

②目的 ・ ＰＩおよび関連する調査等の結果をわかりやすく伝え

る。 

・ 市民等からの信頼度を高めること。 

③手法の特徴 ・ 市民等と行政スタッフがフェイス・ツー・フェイスの

コミュニケーションを行うことで、信頼関係を高める

ことが可能。 

④実施のタイミン

グ 

・ 提供すべき情報が蓄積された段階。 

 

⑤参加者 ・ 施設へ直接来訪できる市民等。 

 

⑥提供する情報 ・ ＰＩに関わる情報。 

・ 調査等の情報。 

⑦把握できる情報 ・ 公表済み情報に対する市民等の質問や意見。 

 

⑧事例 〈仙人峠道路〉 

・仙人峠道路インフォメーションセンター 

所在地 岩手県釜石市甲子町 

開館時間 10:30～16:00（土日祝日は休館） 

・ 仙人峠道路の事業の必要性、整備効果、構造物の施工

方法・工事の進み具合を、パネルや実際に工事で使用

している材料の展示で紹介する。 

・ 現在おこなっている仙人トンネルの工事の映像を見る

ことができる。 
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(7)パブリックコメント 

①概要 ・ 調査等の成果に対する市民等の意見を、幅広く集約する

こと。 

②目的 ・ 調査等の成果に対する市民等の意向を把握すること。 

 

③手法の特徴 ・ 提示された調査等の成果に対して関心のある市民等が、

自由に意見を述べることが可能。 

④実施のタイミン

グ 

・ レポートが取りまとめられるなど、一定の成果がまとま

ったとき。 

 

⑤参加者 ・ すべての市民等。 

 

⑥提供する情報 ・ 取りまとめられたレポート及び関連する調査等の情報

など。 

 

⑦把握できる情報 ・ 提示された調査等の成果に対する市民等の意見。 

 

⑧事例 〈福岡県〉 

・ 福岡県庁ホームページで公開されているパブリック 

コメント募集案内 

・ 掲載内容 

趣旨説明/意見書様式/意見募集の対象となる資料/意見

書の提出期間/意見の提出方法/(持参、郵送、ファクシ

ミリ又は電子メール)/意見書の提出先 
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(8)市民協議会 

①概要 ・ 参加を希望した市民等が、レポートや調査の成果等に基

づいて議論を行い、提言として意見を表明する。 

②目的 ・ 多様な市民等の意見や論点を、集約すること。 

 

③手法の特徴 ・ 多様な意見を持つ市民等が公開の場で議論することに

より、相互の理解を深めつつ、意見を集約できる。 

・ 参加者の合意が得られれば、多数の意見をいくつかに集

約することも可能。 

④実施のタイミン

グ 

・ 対応策の内容について検討を開始する段階。 

 

⑤参加者 ・ 全ての市民等（多様な意見を有する市民等で構成） 

 

⑥提供する情報 ・ ＰＩに関わるすべての情報。 

 

⑦把握できる情報 ・ 市民等の集約された意見。 

 

⑧事例 〈千葉柏道路協議会（一般国道 16 号「千葉柏道路」）〉 

・ 委員構成 

学識経験者（６名）/市民委員(10 名）/関係機関（４名） 

・ 開催履歴 

平成 13 年７月～平成 15 年 11 月で１２回開催 

・ 会議資料等 

協議会のホームページで公開。随時閲覧可。 

・ 傍聴 

定員制。事前申込みが必要。 
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(9)シンポジウム 

①概要 ・ ＰＩや調査等の結果に基づき、基調講演やパネルディス

カッションを開催。 

②目的 ・ 市民等の関心を高め、認知度を高めること。 

 

③手法の特徴 ・ 一度に多くの人が参加でき、幅広く情報を伝達するなど

の効果が期待できる。 

④実施のタイミ

ング 

・ ＰＩプロセスの節目等。 

 

⑤参加者 ・ パネラーは、有識者や地元のオピニオンリーダー。 

・ 一般参加は、すべての市民等。 

⑥提供する情報 ・ その時点で議題とすべき事項の詳細な情報。 

 

⑦把握できる情

報 

・ その時点での市民等の関心。 

・ イベントそのものへの感想。 

⑧事例 〈大和北道路シンポジウム：大和北道路〉 

・ 実施日時 平成 15 年 2 月 16 日 14:00～17:00 

・ プログラム 

コーディネーターによる基調報告/４名のパネラーによ

るパネルディスカッション 

・ 参加者数 ３５４名 

・ 関連イベント ＰＩプロセスを紹介したパネル展 

・ 結果広報 ｢日本経済新聞｣｢京都新聞｣｢奈良新聞｣に掲載 
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(10) ワークショップ 

①概要 ・ 特定の課題に対応するために、関心を持つ人が少数（20

人～30 人程度）のグループで集まり、協働作業や話し

合い等の諸活動を行うこと。 

②目的 ・ 参加者相互の意見交換を通じて多様な視点を共有化し、

協調・協働作業を通して課題を創造的に検討する。 

③手法の特徴 ・ 通常、特定テーマを検討対象とした話し合いとなるた

め、特定テーマの課題検討や、ケーススタディの検討で

有効。 

④実施のタイミン

グ 

・ 地域の視点からの課題や留意点等を汲み取ることが必

要な場合等に実施。 

⑤参加者 ・ 関心、参加意識を有する市民等。 

 

⑥提供する情報 ・ ワークショップでとりあげて欲しい課題に関する情報。 

 

⑦把握できる情報 ・ 設定した課題に対する意見、要望、提案。 

 

⑧事例 〈「国道８号及び沿道のまちづくりを考える会」〉 

・ 実施時期 平成 12 年１月 20 日、２月 21 日 

・ 検討内容 みちづくり、まちづくりの具体的検討。成果

を市民協議会に報告。 
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(11) 見学会 

①概要 ・ 市民等が、検討の対象となる地域や施設を直接訪問し、

現状や関連する調査結果について説明を聞くための催

し。 

②目的 ・ 現地を見ることで市民等の理解を深める。 

 

③手法の特徴 ・ 地域や施設の実情を直接訪問することで、市民等が理

解を深めることができる。 

 

④実施のタイミン

グ 

・ 随時。 

 

⑤参加者 ・ 関心、参加意識が高い市民等。 

 

⑥提供する情報 ・ 見学対象となる地域や施設に関する情報。 

 

⑦把握できる情報 ・ 現地を訪問したことに対する意見、感想。 

 

⑧事例（イメージ） ・ 「空港施設見学会」（イメージ） 

空港施設を訪れ、その場で空港の現状について説明を

受けることで、空港機能についての理解が深まる。 

 

 

  
出典：富山空港｢空の日｣ｲﾍﾞﾝﾄ紹介ﾍﾟｰｼﾞ

(http://www.nsknet.or.jp/~sakuda/travel/toy/) 
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(12) グループヒアリング 

①概要 ・ 市民等の中から小グループ（１０人前後）を選出し、

市民等のニーズ、要求、期待等に関するインタビュー

調査を実施。 

②目的 ・ 市民等の意見を把握すること。 

 

③手法の特徴 ・ 市民等は、ニーズ、要求、期待等をアンケートよりも

詳細に発言することが可能。 

・ メンバーが互いに影響しあうことから単独のインタビ

ューよりも発言しやすい。 

④実施のタイミング ・ ＰＩプロセスの節目等。 

 

⑤参加者 ・ 全ての市民等からの無作為選出者および関係者の代表

等。 

 

⑥提供する情報 ・ インタビューのテーマ。 

・ とりまとめられたレポート及び関連する調査等、の中

でテーマに関連する公表済みの情報。 

⑦把握できる情報 ・ テーマに対する市民等の意向。 
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委員会の開催経過 

開催回 

（開催時期） 
検 討 事 項 場 所 

第 １ 回 

（H15.10.28） 

(1) 検討会について 

(2) 検討のスケジュール（平成１５年度）について 

(3) とりまとめイメージについて  

   ① 最終とりまとめ（項目案） 

   ② 中間とりまとめ 

東 京 

第 ２ 回 

（H15.12.26） 

○「福岡空港の総合的な調査に係る情報提供及び意見収集の

あり方」の内容について 

(1) 検討の進め方の明確化とＰＩプロセスの共有等について 

(2) ＰＩに係る実施体制と役割の明確化 

(3) 適切な市民参加手法（ＰＩ手法）の実施 

東 京 

第 ３ 回 

（H16.2.6） 

○「福岡空港の総合的な調査に係る情報提供及び意見収集の

あり方」の内容について 

(1) 方向性確定のための全体プロセスについて 

(2) ＰＩに係る実施体制について 

(3) 第三者機関について 

(4) 福岡空港に係るＰＩ手法（例）について 

(5) 調査における情報提供等のあり方について 

東 京 

第 ４ 回 

（H16.3.2） 

○福岡空港の総合的な調査に係る情報提供及び意見収集の

あり方検討会報告（案） 

 

 

 

 

 

 

福 岡 
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用 語 集 

 
「福岡空港調査連絡調整会議」 
福岡空港が抱える課題と対応策について、国と地域（福岡空港に直接関係する福岡県、

福岡市）が連携して、調査の透明性を確保しつつ、幅広い合意形成を図りながら総合的

な調査を進めるにあたり、関係者の連絡調整を図り、もって本調査の円滑かつ効率的な

推進に資することを目的として、国、福岡県、福岡市により設置されたもの。 
連絡調整事項として 
 ・福岡空港の総合的な調査の内容及び進め方に関すること 
・福岡空港の総合的な調査に係る情報提供及び意見収集の進め方の検討に関すること 

とされている。 
国土交通省九州地方整備局長、国土交通省大阪航空局長、福岡県副知事、福岡市助役

を構成メンバーとする。 
 
 
「福岡空港調査委員会」 
福岡空港の総合的な調査を、国と地域が連携して進めるに当たり、地域が担う調査につ

いて、透明性、中立性を確保しつつ実施するため、幅広い知見や専門的知識を有する学識

経験者等からなる調査組織として福岡県、福岡市により設置されたもの。 
 
 
「構想段階」 
『一般空港における新たな空港整備プロセスのあり方（案）』（平成 15年 3月国土交通
省策定・公表）において定義される、新たな空港整備の計画プロセスにおける検討段階の

一つ。「幅広い選択肢から滑走路の概ねの位置、方位等の基本的諸元に関するひとつの候

補地を選定する段階」。 
 
 
「施設計画段階」 
『一般空港における新たな空港整備プロセスのあり方（案）』（平成 15年 3月国土交通
省策定・公表）において定義される、新たな空港整備の計画プロセスにおける検討段階の

一つ。「当該計画による公共の利益と市民等の権利の調整を図り、事業実施の前提となる

計画を空港整備主体が決定する段階」。 
 
 
「情報公開」 
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(国)、「福岡県情報公開条例」（県）、「福
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岡市情報公開条例」(市)の規定に基づいてなされた開示請求に応じて行政の保有する情報
を公開すること。 
行政機関は、請求を受けた情報を開示する義務を有している。 

 

「情報提供」 
情報の管理主体が市民など対象に向けて、保有する情報を積極的、能動的に提供すること。 

 
 
「パブリック･コメント」 
行政機関が政策の立案等を行う際に、その案を公表し、案に対して広く市民等・事

業者等から意見や情報を提出してもらう機会を設け、行政機関は、提出された意見等

を考慮、反映して案を策定したり、意思決定を行なうもの。 
 



「福岡空港の総合的な調査に係る情報提供及び意見収集のあり方」の検討にあたっての

基本的な考え方に関し寄せられたご意見 

 
○意見提出…１３件（１２人） 
○内  容 

要　　約

・調査委員会の委員選任の経緯と選考基準、公募委員の検討どうなっているのか。

・佐賀空港や、北九州空港を補助空港的に利用すべき。

・空港は、安全の面から海、川、湖沼の近傍が望ましく、作るなら雁ノ巣、志賀島周辺が適当。

・新空港建設反対。

・交通網を整備したうえで、近隣空港と連携をすべき。

・新空港建設反対。

・調査委員会の委員選任の経緯と選考基準はどうなっているのか。

・現空港は騒音がひどく、移転を強く望む。

・当面の対策として、離着陸コースや着陸時のエンジンを絞るなど対応してもらいたい。

・（建設の）手法や方向性を示す意見を募集すべき時期であり、あり方や意見の収集を討議していては間
に合わない。

・人工島を延長して空港を建設しては。

・第一ターミナルの内装のメンテナンス等していないのは、海上空港を作りたいからではないか。

・大阪や東京のように国際線と国内線を別の空港に分離するのはやめて欲しい。

・海外とのビジネスでも、便利な飛行機便（毎日運航）が必要。

・東平尾公園側を買収し、一般住宅、事業所などは、人工島へ移転させ、現空港を拡張すべき。

・海上空港建設は、関空の轍を踏むことになる。

・玄界灘沖の新空港建設反対。

・交通アクセスを整備した上で、福岡空港は国内線専用、新北九州空港を貨物主体、佐賀空港を国際線
主体として連携し、それぞれの空港が十分に機能を発揮するようにすべき。

・３空港を結ぶコミューターを。

・調査委員会委員の経歴等と、委員を決めた責任者と根拠は？

・誰が情報提供と意見収集のあり方を検討し、収集した意見はどうやって反映するのか。

・経済波及効果を事業終了後に検証した例があるのか。

・新空港建設反対。

・現空港の有効活用や、佐賀空港の活用など近隣空港との連携をすべき。

・ＰＩを積極的、実効あるものにすること。

・住民に対する啓発的・啓蒙的宣伝はやめ、利便性の追求のみの情報提供はしないようして欲しい。

・人は今あるもので辛抱し満足すべきであり、飛行機を利用しない人の立場で議論して欲しい。

・空港を民間（航空会社）に建設させてはどうか。

・空港周辺の人達をアイランドシティへ移転させるなどして現空港の拡張をすべき。

・現空港の抱える諸問題を抜本的に解決するには新空港建設が最適。

・現空港をそのまま北にずらした位置に新空港を作るべき。  
 
（性質別分類） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新空港建設反対に関するもの ４件 
新空港建設賛成に関するもの ４件 
現空港の拡張に関するもの ２件 
近隣空港との連携に関するもの ４件 
調査委員会に関するもの ３件 
現空港に対する不満に関するもの １件 
ＰＩに関するもの ４件 
その他 ４件 

参考資料 



「福岡空港の総合的な調査に係る情報提供及び意見収集のあり方」
　　　　　　　の検討にあたっての基本的な考え方に関するご意見とご意見に対す
　　　　　　　る考え方（取り扱いに関する考え方…事務局案）

ご意見の概要 ご意見に対する考え方

一般事項

・今頃、意見の収集やあり方を討議していて
は間に合わない。手法や方向性を示す意見
を募集すべき時期。

・

・

・

福岡空港については、既存ストックの有効活用方策、近隣
空港との連携方策、中長期的な観点からの新空港、滑走路
増設等を含めた抜本的な空港能力向上方策等について、幅
広い合意形成を図りつつ、国と地域が連携し、総合的な調
査を進めることとされております。

総合的な調査の実施に際しては、福岡空港の重要性や影響
範囲の広域性、多様性等から、パブリック・インボルブメ
ント（ＰＩ）の手法を取り入れながら、利用者のみならず
幅広い市民の皆さんと、基本的なところから情報を共有
し、ご意見を伺いながら検討を進めていくことが極めて大
事であると考えております。

このため、今後は、「情報提供及び意見収集のあり方」を
とりまとめた後、その主旨に基づいて、適切に情報提供、
意見収集を行いながら、総合的な調査を着実に進めて参り
たいと考えております。

検討の基本方針について

・ＰＩを実効あるものにしてほしい。 ・ご意見の主旨を踏まえて、今回とりまとめる「福岡空港の
総合的な調査に係る情報提供、意見収集のあり方」、ま
た、このあり方に基づいて検討される実施計画について
も、実効的なものとなるよう鋭意検討して参ります。

・

・

住民に対する啓発的・啓蒙的宣伝はやめて
欲しい。

利便性の追求、利便性のみの情報提供はし
ないように。

・総合的な調査を進めるにあたっては、透明性、中立・公正
性が極めて重要であり、その上で皆さんと認識を共有しな
がら進めていくことが大事であると考えております。検討
を進めている「福岡空港の総合的な調査に係る情報提供、
意見収集のあり方」においても、基本方針として、情報公
開にとどまらない積極的な情報提供を実施することとして
おります。また、情報提供や意見収集について監視する第
三者機関についても検討するなど、皆様の信頼を得られる
ものとしたいと考えております。

・収集した意見は取り入れてもらえるのか。
また、意見はどうやって反映するのか。

・皆様のご意見をどのように収集し、どのように検討に反映
していくかについて、今後とりまとめる「あり方」及びそ
れに基づく実施計画などの中で明らかにして参りたいと考
えております。

そのほか、
・

・

・

現在の福岡空港の有効活用をすべき。

佐賀空港や新北九州等、近隣空港との連携
をすべき。

新空港建設反対。
　
など

・「福岡空港の総合的な調査に係る情報提供及び意見収集の
あり方」に対する直接のご意見ではありませんが、福岡空
港のあり方に対するご意見もいただいております。これら
のご意見につきましては、今後進めていく総合的な調査の
中で検討していくことになります。その際には、今後とり
まとめる「あり方」に則り、皆様からご意見をいただきな
がら、また、認識を共有しながら検討を進めて参りたいと
考えております。


